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働きやすい職場環境を整えるのが
教育委員会の役割（渡辺教育長）
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高教組は 4 月 28 日、今年度の春闘要求
書(3/14 提出)についての教育長交渉をお

こないました。交渉には、高教組から本部
執行部 7 人と島雄諫早支部書記長が参加
し、県教委からは、4 月に就任したばかり

の渡辺教育長、鳥山教職員課長、玉島人事
管理監など 8人が参加しました。

要求書に対する県教委の回答には、直ち
に改善につながるものはありませんでした

が、回答後の追及の中で、現状の改善につ
ながるいくつかの回答を引き出しました。
主な内容は次のとおりです。

教職員の意見を抑圧する校長には
｢必要なら、私が直接注意する｣

高教組は、教育長が新聞のインタビュー

などで｢学校現場の声を大切にしたい｣等と
述べていることを評価しながら、教育行政

に対する教育長の姿勢を改めて問いまし
た。これに対して教育長は、｢教育という

のは『人づくり』。

教員の力が非常に
大きい。だから、

教職員の方々に存
分に力を発揮して

ほしいという気持

ちがある。そのためにも働きやすい職場環
境を整えるのが、我々教育委員会としての

役割だと思っている｣と語りました。
また、教育長が新採用者の辞令交付式で

｢おかしいことはおかしいと言う勇気を持

ち続けてほしい｣と述べたことにかかわっ
て、高教組が｢意に沿わない意見は封じ込

める｣｢意見を言いに行ったら大声でどなら
れた｣等、教職員の意見を抑圧する校長が

いることを指摘すると、教育長は｢そうい
う事例があれば教えてほしい｣｢必要であれ
ば私が直接注意する｣と答えました。

実習教員の呼称への配慮も確認

また、高教組は管理職のあり方に関わっ

て、組合が、実習教員の呼称として、生徒
の前では｢実習助手｣という呼称は使わない

でほしいと申し入れているにもかかわら
ず、離着任式などで実習教員の先生を生徒
に紹介する時に｢実習助手の○○さん｣など

と紹介する校長がいることを指摘し、県教
委としての考えを質しました。これに対し

て教育長は、｢あえて『実習助手』という
呼び方で呼ぶ必要性は何もない｣と述べ、

人事管理監も、生徒の前での呼称の配慮に
ついて｢分かりました｣と回答し、管理職を
指導する姿勢を示しました。

高教組：最低週1日は休みを保障するよう管理職を指導せよ
玉島人事管理監：校長研修会で配慮してほしいと話をする

高教組は、今回の交渉では、2 月に実施

した春闘要求アンケートで多数の要望が寄
せられていた多忙化解消を 重点項目と位

置づけ、週休日の生徒引率業務の振替対象
の拡大、週に 1日の休日の確保、超勤縮減

の具体策などを求めました。それに対する
主な回答は次のとおりです。

国体業務は週休日の振替対象にするが
引率業務については今後検討

週休日の振替対象の拡大について県教委
は、高教組にきちんと説明しないまま、4
月 1日に、国体にかかわる業務で公務扱い
となるものについては、週休日の振替対象

にするという通知を出しました。このこと
について教育長は、｢大変申し訳ない｣と謝

罪し、今後、改めて協議をすることにして
いますが、今回の交渉では、「国体業務で
の振替を提案しながら、高教組が求める引

率業務での振替の拡大は認めないのはおか
しい｣という高教組の追及に対して県教委

は、｢時限的なもの、H26 年度に終わると
いうことでお願いしたい｣と回答しました。

高教組が｢時限的と言っても、4年ある。

審判講習会の講師の業務が公務として振り
替えられるのに、自校の生徒を公式戦に引

率する業務が公務と認められないという事
態になるのは納得できない｣と追及すると、

｢あくまでも特例的時限的な考え｣｢これま
で学校業務を運営していくぎりぎりの範囲
で振替対象としてきた｣などと答えました。

高教組｢佐賀は練習試合まで公務とし
て振替対象にしている｣と指摘

高教組が｢佐賀は、事故についての県の

責任の所在を明確にし、教職員の超過勤務
を緩和することを目的に、練習試合まで公

務として振替対象にしている｣｢他の県で

も、高教組が把握した 22 道府県のうち 16
道府県では、公式戦は振替対象にしている。

学校運営のあり方が長崎だけ特別というこ
とはないはずだ｣と追及すると、｢佐賀の状

況は確認している｣｢他県の状況も調べて検
討させてほしい｣と答えました。

業務縮減について提案があれば
現場からの声として聞かせてほしい

週 1日の休日の確保について高教組は、
春闘要求アンケートでの声を紹介しなが

ら、週に 1日は休日を保障するよう管理職
を指導すること重ねて要求しました。これ

に対して人事管理監は｢校長研修会で配慮
してほしいと話をしたい｣と答えました。

高教組は、その際に合わせて、完全学校
週 5 日制についての H14 年通知の趣旨に
沿って、基本的に週休日の学校行事は避け

ること、自学指導などを実施する場合は、
全員出席を義務付けないよう指導すること

を求めると、人事管理監は｢了解しました｣
と答えました。

また、超勤縮減につ

いては、教育長が「や
らないといけない仕事

をどう減らすかという
のも重要」｢何か提案が

あれば、是非、現場からの声として聞かせ
てほしい｣と回答しました。

多忙化解消以外の課題では、定数問題に
ついては、標準法との関係等を改めて人事

班等と詰めることを確認し、部活動手当の
改善については、2 時間からの支給など、
現場教職員の強い要求があることを伝え

て、改めて要求の実現を求めました。

教職員の労働条件の改善は交渉で決まります あなたも高教組へ


